
足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務に従事する場合、
特別教育の受講が義務付けられています。

当該作業に従事する可能性があり、未だ受講されていない方は、こ
の機会に受講しましょう！

予約制 『足場特別教育』
労働安全衛生法にもとづく特別教育です。受講者には『技能講習修了証』が発行されます。

［日時］ 10月23日（日）午前9時20分集合 （午後5時終了予定）

［会場］ 文京区民センター３－C会議室

［定員］ 25人

［受講料］ 7,500円 ※受講後、資格講習共済から4,000円（青年部員は8,000円）給付

［〆切］ 10月7日（金）書類完備

※裏面の申込用紙に証明写真（縦30mm×横25mm）と参加費7500円を添えて
お申込みください

東京都文京区千駄木2-23-7     https://doken-bunkyo.jp

TEL: 03-3827-5561 FAX: 03-3827-2068
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